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防衛庁・自衛隊と地域社会とのかかわり第3節

第３節　防衛庁・自衛隊と地域社会とのかかわり

防衛庁・自衛隊の様々な活動は、防衛庁・自衛隊のみですべてを行えるものではない。

国民一人ひとり、そして、地方公共団体などの理解と協力があってはじめて可能となる。

自衛官の募集、就職援護などについては、少子化により将来懸念される募集環境の悪

化や長期化が予測される厳しい雇用情勢などを踏まえると、地域と密接にかかわる地方

公共団体などの協力が不可欠である。

防衛施設Ⅰ）については、わが国の防衛力と日米安保体制を支える基盤として必要不可

欠であり、その機能を十分に発揮させるためには、その周辺地域との調和を図り、周辺

住民の理解と協力を得て、常に安定して使用できる状態を維持することが必要である。

このため、防衛施設の設置・運用にあたっては、周辺住民の生活に及ぼす影響をでき

る限り少なくするよう配慮している。さらに、防衛施設の設置・運用により生ずる障害

の防止などのため、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」などに基づき、各

種施策の推進に努めているほか、防衛施設をめぐる環境保全などについて様々な取組を

行っている。

本節では、地方公共団体などによる自衛官の募集・就職援護など様々な活動に対する

協力、防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策、環境保全への取組、在日米軍施

設・区域に関する諸施策について説明する。

募集への協力　　

自衛隊地方連絡部は、都道府県、市町村、学校、募集相談員などの協力を得ながら募

集業務を行っている。また、自衛隊法第97条Ⅱ）の規定に基づき、地方公共団体が自衛官の

募集事務の一部Ⅲ）を法定受託事務として行うこととされており、防衛庁は、そのための

経費を地方公共団体に配分している。地域住民との結びつきが強く地域事情に精通する

など、地域社会に密着したこれらの組織による募集に対する協力は、大きな意義を持っ

ている。

２士Ⅳ）男子の募集対象となる18歳以

上27歳未満の人口が、1994（平成６）

年の約900万人をピークに減少してい

ることや、今後、高校卒業者の進学率

の増加が見込まれることから、防衛庁

では、中長期的には募集環境が厳しく

なると予想している。

引き続き、今後も自衛隊が優れた人

材を確保し、精強さを維持するために

は、地方公共団体や関係機関などの募

集に対する協力が不可欠である。

Ⅰ）自衛隊が使用する施設と
日米安保条約に基づき在日米
軍が使用する施設・区域の総
称であり、演習場、飛行場、
港湾、通信施設、営舎、倉庫、
弾薬庫、燃料庫など。

Ⅲ）募集期間の告示、応募資
格の調査、志願票の処理と受
験票の交付、試験期日・試験
場の告示、試験に必要な場所
と施設の提供、広報宣伝など。

Ⅱ）資料71（p367参照）

Ⅳ）本章1節1（p246）図
「自衛官の階級と定年年齢」
参照。

1 地方公共団体などによる協力

自衛官採用を広報宣伝する横断幕   
（昨年12月　北海道根室市） 
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就職援護への協力　　

自衛隊は、任務の性格上、精強さを維持する必要があるため、自衛官の大半が若
じゃく

年
ねん

定

年制により50歳代半ばに、また、任期制Ⅰ）では多くの自衛官が20歳代に退職している。

このうちの多くが退職後の再就職を必要としていることから、防衛庁は、一般の公務員

と比べ若い年齢で退職する自衛官が再就職しやすいように、各種教育訓練Ⅱ）を行うなど

の就職援護施策を行っている。

一方、防衛庁には独自に職業紹介を行う権限がないため、財団法人自衛隊援護協会が、

厚生労働大臣と国土交通大臣の許可を得て、退職自衛官に対する無料職業紹介事業など

を行っている。また、就職援護に際しては、地域の援護協力組織などの協力を得ている。

再就職した退職自衛官は、製造業やサービス業など幅広い分野で活躍しており、近年

では、地方公共団体において、防災などの危機管理の分野でも採用されている。Ⅲ）

退職自衛官は、全般的に責任感、勤勉性、体力・気力、規律などの面で優れているこ

と、特に、定年退職自衛官は高い指導力を有することなどから、雇用者に高く評価され

ている。

Ⅰ）本章1節1（p245）参照。

Ⅱ）本章1節1（p245）参照。

Ⅲ）3章4節3（p179）表
「退職自衛官の地方公共団体
防災関係部局における在職状
況」参照。
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資料出所：平成13年以前　総務庁（現総務省）統計局「人口推計月報」（毎年10月１日現在） 
　　　　　平成14年以降　厚生省（現厚生労働省）国立社会保障・人口問題研究所 
　　　　　　　　　　　  「日本の将来推計人口」（平成９年１月の中位推計値） 

平成（年） 

18歳人口 
18歳～25歳人口 

2士男子募集対象人口の推移 

民間バス会社においてドライバーとして活躍中のOB   
 

民間企業において整備士として活躍中のOB 
（本年２月　成田空港） 
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今後も厳しい雇用情勢が続くことが予想される上、定年退職する自衛官が増大してい

る中、自衛官の将来への不安を解消し、任務に邁
まい

進
しん

できるよう一層安定した雇用を確保

するためには、地方公共団体などの協力を得ることが必要である。

自衛隊の活動への支援・協力　　

すべての都道府県に所在する自衛隊の駐屯地や基地は、地域社会と密接なかかわりも

持っており、駐屯地や基地の管理、教育訓練や実任務に基づく災害派遣など各種行動を

行うためには、地方公共団体や関係機関をはじめとする地元からの様々な支援・協力が

不可欠である。

また、多くの場合、駐屯地や基地の所在する地域には、住民有志や自衛隊関係者が作

る各種の団体があるが、それらによる自衛隊の行う各種行事・活動に対する支援や激励

などは、自衛隊の活動を強く支えている。

そのほか、国際平和協力業務などで国外に派遣される部隊は、関係機関から、派遣に関

する情報の提供、派遣手続の支援など、様々な支援・協力を受け、活動している。また、

国外での勤務に従事する隊員に対しても、多くの激励の手紙などが送られている。これ

らは、隊員の士気を高め、自衛隊が国民とともにあることへの自覚を強めるものである。

自衛隊の活動に対するこのような地元からの支援・協力は、国内外に広がる自衛隊の

活動を円滑にする上で重要であり、引き続き自衛隊の活動への理解と支援・協力が得ら

れるよう努力することが重要である。

（1）防衛施設をめぐる諸問題と各種施策への取組

防衛施設の用途は、演習場、飛行場、港湾、営舎など多岐にわたる。防衛施設の土地

面積は、本年１月１日現在、約1,397km2であり、国土面積の約0.37％を占める。このうち、

自衛隊施設の土地面積は約1,080km2であり、その約42％が北海道に所在する。また、用

途別では、演習場が全体の約75％を占める。一方、在日米軍施設・区域（専用施設）の

土地面積は約313km2であり、このうち約37km2は、地位協定により、自衛隊が共同使用

している。

2 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策

0 20 40 60 80 100（％） 

（2003.1.1現在） 

地域別分布 

用途別 演習場  75％  約808km2

計 約1,080km2

飛行場  7％  約80km2

営舎  5％  約53km2

その他  13％  約140km2

北海道地方 
42％  約455km2

中部地方  16％  約178km2
東北地方  14％  約147km2

九州地方  13％  約141km2
関東地方  5％  約57km2
その他  10％  約103km2

自衛隊施設（土地）の状況 
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防衛施設には、飛行場や演習場のように、広大な土地を必要とするものが多い。また、

わが国の地理的特性から、狭い平野部に都市や諸産業と防衛施設が競合して存在してい

る場合もある。特に、経済発展の過程で多くの防衛施設の周辺地域で都市化が進んだ結

果、防衛施設の設置・運用が制約されるという問題が大きくなっている。また、航空機

の頻
ひん

繁
ぱん

な離着陸や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行などが、周辺地域の生活環

境に騒音などの影響を及ぼすという問題もある。

これらの諸問題を解決するため、防衛庁は、次の施策を行い、防衛施設と周辺地域と

の調和を図るよう努めている。Ⅰ）

① 射撃訓練などによる演習場内の荒廃に伴う洪水や水不足の対策としての、河川の改

修、ダムの建設などへの助成

② 航空機の騒音対策としての、夜間の離着陸の制限、学校、病院、住宅などの防音工

事への助成、移転者に対する補償、緑地帯などの緩衝地帯の整備など

③ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するた

めの、道路、公園、農林漁業用施設などの整備への助成

④ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の

生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用施設整備のための交付金

の交付

⑤ 航空機の頻繁な離着陸などにより、農林漁業などの事業経営に損失が生じた場合の

補償

（2）新たな施策の検討

防衛庁は、以前から、住宅防音工事

への助成をはじめとする生活環境の整

備などの施策を重点的に講じてきてい

る。しかし、小松（石川県）、横田（東

京都）、厚木（神奈川県）、嘉
か

手
で

納
な

（沖

縄県）、普
ふ

天
てん

間
ま

（沖縄県）飛行場の周

辺住民から、夜間の離着陸の差止請求、

騒音被害に対する損害賠償請求などを

内容とする訴訟が提起され、これらの

うち、確定判決がなされたものについ

0 20 40 60 80 100（％） 

（2003.1.1現在） 

地域別分布 

用途別 演習場  54％  約168km2

計 約313km2

飛行場  19％  約58km2

倉庫  13％  約42km2

その他  14％  約45km2

沖縄県  75％  約234km2

関東地方  12％  約36km2
東北地方  8％  約24km2

その他  5％  約19km2

在日米軍施設 ・ 区域（専用施設）の状況 

周辺対策事業で整備されたリサイクルセンター 
（北海道千歳市） 

Ⅰ）資料49（p359）参照。
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ては、周辺住民がこれまで被っていた過去分の被害の賠償を政府に命じる結果となって

いる。

一方、こうした状況の中で、騒音に不満を持ちつつも訴訟を起こさない住民の中に不

公平感が広まり、1999（平成11）年、騒音訴訟判決で請求が認められた過去分の損害賠

償に相当する金銭補償やこのような補償の制度化などを求める運動（いわゆる公平補償

を求める運動）が生起した。

また、防衛施設の周辺地方公共団体や周辺住民は、これまでの住宅防音工事の画一化

された工法の見直しや新たな補助対象メニューの採択をはじめとする各種施策の拡充な

どを要望している。

このようなことから、防衛庁は、今後のとるべき施策のあり方の検討の資とするため、

部外の有識者による「飛行場周辺における環境整備の在り方に関する懇談会」を開催し、

延べ９回に及ぶ会合を重ね、昨年７月、同懇談会において報告書Ⅰ）が取りまとめられた。

その主な概要は次のとおりである。

① いわゆる公平補償を求める運動への対応として、騒音訴訟に参加しない住民も含め、

飛行場周辺に居住する住民のさらなる理解を得る可能性の高い施策を追求すべき。

② 周辺地方公共団体や周辺住民の要望の多様化への対応として、限られた予算の中で、

従来施策の継続を図るだけでなく、各地域の特性も踏まえた施策の多様化を図るとと

もに、航空機騒音の深刻な影響を被っている周辺地方公共団体や周辺住民に焦点を当

てたメリハリのある施策の展開が必要。

（3）新たな施策への取組

防衛庁としては、従来の住宅防音工事への助成をはじめとする生活環境の整備などの

施策に加えて、同懇談会からの報告書に盛り込まれた施策についての提言を踏まえ、新

たな施策の充実に努めることとしている。主な施策の内容は次のとおりである。

① 住宅防音工事の一環として太陽光発電システムに対する設置助成（モニタリング事

業）Ⅱ）

② 住宅の外郭防音工事の促進Ⅲ）

③ 防衛施設が存在するという特徴などを活かしたまちづくり支援事業Ⅳ）

④ 既存公共施設の改修事業Ⅴ）

⑤ 飛行場周辺の周辺財産の積極的な利活用Ⅵ）

自衛隊施設での環境保全への取組　　

（1）取組の概要

自衛隊は、全国に保有する演習場や営舎などの施設や、航空機、艦船、車両など多数

の装備を維持管理するにあたり、環境保全の観点から、粉
ふん

塵
じん

やばい煙、汚水などの発生

防止、軽減に努めている。

具体的には、大気保全、水質保全、リサイクル、廃棄物処理のための対策や環境保全

施設の整備、環境調査など、自衛隊駐屯地（基地）・演習場などでの環境保全の徹底や環

境負荷の低減のための取組を推進している。

例えば、毎年「防衛庁環境月間」や「防衛庁環境週間」を定め、隊員の環境保全意識

の高揚を図る取組を行っている。本年度は、延べ2,025の駐屯地（基地）において、環境

Ⅰ）「飛行場周辺における幅
広い周辺対策の在り方に関す
る報告」
〈http://www.dfaa.go.jp/jpli
brary/kondankai/giji2.htm〉

3 環境保全への取組など

Ⅱ）住宅防音工事により設置
した空調機器（エアコン・換
気扇）の稼働に必要な電力を
産み出す規模の太陽光発電シ
ステムを設置助成するための
モニタリング事業を実施。

Ⅲ）居室単位で実施していた
住宅防音工事について、住民
の生活利便性の向上などを図
るため、住宅全体を対象とす
る外郭防音工事を促進。

Ⅳ）防衛施設が与える障害を
極小化するのみならず、地域
社会の発展に積極的に貢献す
るため、地方公共団体が進め
る周辺財産（飛行場などの周
辺において建物の移転などに
より国が買収した土地）など
を活用した「まちづくり」構
想策定などに対する助成事業
を実施。

Ⅴ）防衛庁が過去に助成した
コミュニティ供用施設などに
ついて、地域の活性化に寄与
するため、周辺住民の多種多
様なニーズに合致した施設へ
の改修事業を実施。

Ⅵ）緑地帯などとして整備・
管理してきた周辺財産につい
て、積極的な利活用を促進す
るため、運動公園や市民農園
などとして整備。



保全のPR、緑化整備などの環境美化運

動、ノーカーデーの設定など地球温暖

化防止のための各種行事を実施した。

また、昨年７月に「政府がその事務

及び事業に関し温室効果ガスの排出の

抑制等のため実行すべき措置について

定める計画」が閣議決定されたことを

受け、「地球温暖化対策推進本部」は、

関係省庁が行う具体的措置事項Ⅰ）を定

めた。

具体的措置事項で、政府の実行計画

の推進体制の整備と実施状況の点検が

規定されたことを受け、防衛庁では、

昨年10月に「地球温暖化対策実行推

進・点検委員会」を設置し、政府の実

行計画に定められた取組の円滑な推進

と取組実績の集計や分析などの点検を

行うこととしている。

さらに、環境基本計画Ⅱ）に基づき、

自らの経済活動から生ずる環境負荷の

低減などを目的に「防衛庁環境配慮の

方針」を策定して、具体的な目的・目

標を定めるとともにⅢ）、「防衛庁環境管

理システム」Ⅳ）を設置して、定期的な

点検・見直しを行うことにより、シス

テムの継続的な改善を図り、環境配慮

の取組を推進していくこととしている。

（2）15年度予算における関連事業の概要

環境の維持・保全に必要な措置を講ずるとともに、環境負荷の低減に向けた取組の推

進を図るための大気保全、水質保全、リサイクル、廃棄物処理のための対策や環境保全

施設の整備、環境調査を行う。

在日米軍施設・区域をめぐる環境保全への取組　　

在日米軍施設・区域をめぐる環境問題は、国民の環境保全に対する意識の高まりなど

を背景に、関係地方公共団体や周辺住民の重大な関心事の一つとなっている。このため、

政府は、日米合同委員会の枠組などを通じ、米側と十分協議の上、わが国の公共の安全

や市民生活に妥当な考慮が払われるよう対処している。

在日米軍施設・区域において環境問題が発生した場合には、日米合同委員会の枠組な

どを通じ、米側からの情報収集、日米協議の上での実態調査、周辺住民への情報の開示

などの措置を行ってきている。また、返還された在日米軍施設・区域において各種有害

物質が発見される場合があり、これらについては、防衛庁において、原状回復措置の一

環として適切に対処している。

第５章　国民と防衛
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Ⅰ）財やサービスの購入・使
用や建築物の建築・管理など
にあたっての配慮などが規定
されている。

防衛庁環境月間期間の行事の一環として行われた 
  エコマーク商品の展示（昨年６月　市ヶ谷防衛庁） 

ダイオキシン対策のため平成11年度から全国の駐屯地 
  などに設置された紙裁断機（写真は朝霞駐屯地内） 

Ⅱ）環境基本法第15条に基
づき平成6年に閣議決定され
た。その後、平成12年に変
更され、現行の第二次環境基
本計画となっている。政府に
おける環境の保全に関する施
策の基本的な方向を示すとと
もに、あらゆる主体の自主的、
積極的取組を促している。

Ⅲ）環境への負荷低減、環境
教育の促進、オフィス活動に
おける環境配慮、グリーン調
達の推進のための目的・目標
を制定。

Ⅳ）「環境配慮の方針」を推
進するための手続的手法であ
り、計画（Plan）、実施（Do）、
点検（Check）、見直し（Act）
からなるPDCAサイクルを繰
り返すことによってシステム
の継続的な改善を図ってい
く。
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これらの環境問題を背景とし、2000（平成12）年９月、日米安全保障協議委員会

（SCC）において、日米両国政府は、在日米軍施設・区域にかかわる環境保護が重要であ

るとの認識の下、在日米軍施設・区域の周辺住民、米軍人・軍属やその家族などの健康

と安全の確保を共通の目的とすることに合意し、「環境原則に関する共同発表」Ⅰ）を行っ

た。この発表のフォローアップのため、日米協議が強化され、具体的には、日本環境管

理基準Ⅱ）（JEGS）の定期的見直しの際の協力の強化、環境に関する情報交換、環境汚染

への対応などにかかわる協議について関係省庁が連携して取り組んでいる。

さらに、昨年12月に開催された日米安全保障協議委員会では、環境保護のため、互い

に協力を強化することを再確認するとともに、環境分野での更なる努力の重要性を確認

した。

防衛庁は、在日米軍施設・区域の環境保全について、今後とも関係省庁と連携して取

り組むこととしている。

在日米軍施設・区域の安定的な使用の確保は、日米安保条約の目的達成のため必要で

あり、政府は、これら施設・区域の安定的使用と周辺地域社会の要望との調和を図るた

め、従来から、岩国飛行場滑走路移設事業や空母艦載機の着陸訓練場の確保のための施

策などを行っている。さらに、在日米軍施設・区域が沖縄県民に多大な負担となってい

ることから、その軽減を図るための各種の施策を行っているⅢ）。

岩国飛行場滑走路移設事業　　

岩国飛行場（山口県）は、在日米海

兵隊と海自が使用している。政府は、

地元岩国市などの要望を受け、岩国飛

行場の運用や安全、騒音をめぐる問題

を解決し、その安定的使用を図るため、

滑走路を東側（沖合）へ1,000m程度移

設する事業を進めることとし、平成８

年度から工事を行っている。

空母艦載機の着陸訓練場の確保　　

空母艦載機が洋上の空母へ着艦する

には、非常に高度な技術が要求される。

このため、空母が補給などのため入港

している間も、パイロットは飛行場で

の着陸訓練を十分に行い、その技量の

維持に努めなければならない。この訓

練は、主として厚木飛行場Ⅳ）で行われ

てきたが、飛行場周辺が市街化してい

ることから、深刻な騒音問題が生じた。

Ⅰ）①環境管理基準、②情報
交換と立入り、③環境汚染へ
の対応、④環境に関する協議
の4項目からなる。

Ⅱ）日本環境管理基準は、在
日米軍の活動と施設が人の健
康と自然環境を保護できるよ
う保証する目的で在日米軍が
作成した環境管理基準。環境
汚染物質の取扱と保管方法な
どを定めている。

4 在日米軍施設・区域に関する諸施策

Ⅲ）本章4節参照。

Security Consultative Committee

Japan Environmental Governing Standards

移設工事が行われている岩国飛行場 
（昨年12月　山口県岩国市） 

  着陸訓練を行う米軍艦載機（昨年３月　硫黄島） 

Ⅳ）空母艦載機着陸訓練は厚
木のほか、三沢、横田、岩国
飛行場でも行われている。



このため政府は、三宅島に代替訓練場を設置するための検討を続けている。しかしなが

ら、地元の理解が得られていないことや、火山活動の影響があることから、進展は見ら

れない状況にある。

一方、厚木飛行場周辺の騒音問題をこのまま放置できないため、1989（平成元）年の

日米間の協議により、三宅島に訓練場を設置するまでの暫
ざん

定
てい

措置として、硫黄島の飛行場

を利用することとした。同年から艦載機着陸訓練に必要な施設の整備を進め、91（同３）

年から同訓練が開始されており、本年５月末までに、延べ30回の訓練が行われている。

昨年、日米両国政府は、艦載機夜間着陸訓練を可能な限り硫黄島で実施すること、本

土飛行場で実施しなければならない場合には、早期に日本政府に通知するとともに、騒

音・環境などの面に最大限配慮することを改めて確認しており、政府は、今後とも、代

替訓練場が確保されるまでは、硫黄島で艦載機着陸訓練が行われるよう努力することと

している。なお、本年１月末、広島県沖美町で、一時、同町が所有する大
おお

黒
くろ

神
かみ

島
しま

に着陸

訓練場を含む防衛施設を誘致する動きがあったが、断念されている。

その他の取組　　

神奈川県に所在する在日米軍施設・区域について、従来より地元地方公共団体などか

ら強い返還要望がなされていることなどにかんがみ、同県に所在する在日米海軍施設・

区域に焦点を当て、米軍の駐留のために生ずる施設・区域に係る所要等を確認の上、こ

れらの施設・区域のあり方について検討するため、日米合同委員会の枠組を活用して本

年２月から日米間で協議を行っている。

また、岩国飛行場について、山口県や岩国市などの地元地方公共団体などが一体とな

って民間空港再開を要望していることにかんがみ、同飛行場の民間空港再開と米軍の運

用との関連などについて問題点などを整理し、その可能性を検討するため、日米合同委

員会の枠組を活用して本年２月から日米間で協議を行っている。第
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Q：艦載機着陸訓練はなぜ必要なのですか？

A：空母への着艦にあたり、艦載機は、空母の滑走路が広い洋上では点にしか見えない

にもかかわらず、姿勢を保ちつつ、滑走路に進入しなければなりません。さらに、機体

後部にあるフックを滑走路上のワイヤーに引っ掛けて停止することから、ごく限られた

一地点に着艦しなければなりません。このように空母への着艦は、非常に高度な操縦技

術を要するもので、一つ間違えば空母に衝突することにもなりかねません。そこで事前

に飛行場で着陸訓練を十分に行い、技量を有することを確認する必要があります。艦載

機着陸訓練は、このように必要不可欠なものです。この訓練によりパイロットが着艦技

量を維持することは、パイロットなどの安全のためであることはもとより、ひいては日

米安保体制の実効性の維持・強化の観点からも重要です。

艦載機着陸訓練の意義 Q＆A

第５章　国民と防衛




